
別紙：デジタル庁 HPより引用 

 

登記情報システムに係るプロジェクトの推進 

登記情報システムについて、法務省と共同で各種のプロジェクトを推進します。 
 
概要 
登記情報システムは、様々な取引の安全と円滑に資する不動産登記、商業・法人登記等に
関する事務を処理する情報システムです。デジタル庁は、法務省と共同でこのシステムに
係るプロジェクトを推進し、システムコストの削減、登記事項証明書の添付省略などを促
進します。 
 
1.登記事項証明書の添付省略 
行政機関等への各手続において、添付書類として登記事項証明書を求めているものが数多
くあり、これらの登記事項証明書の入手に係る費用、時間等が国民の負担となっているた
め、登記事項に係る行政機関間の情報連携システムを活用して登記事項証明書の添付を省
略し、国民の負担を低減します。 
2.運用等経費の削減 
登記情報システムの更改を契機として、システム運用等経費の削減を進めます。 
3.中長期的な課題解決 
デジタル庁と法務省は、中・長期的な課題を解決するための協力体制を強化し、システム構
成の見直し、業務改革（BPR）等の登記情報システムの将来構想に係る検討を積極的に進め
ます。 
 

 

https://www.digital.go.jp/policies/registration_information_system/

